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LEC社会保険労務士講座／テキスト・レジュメ訂正情報 

改正法攻略講座 講義テキスト〈2026年版〉 

（2026年度合格目標 改正法攻略講座 教材） 

（2026/05/11現在） 

 

2026年度合格目標 改正法攻略講座の講義使用教材である「2026年度版 改正法攻

略講座 講義テキスト（RU26450）」におきまして以下の訂正箇所がございます。大変

おそれいりますが、教材の訂正をお願いいたします。 
 
※教材名の後の英数字は教材を区別するためのコードです。コードは表紙のバーコード下に記載しております。 
 

・ 2026/05/11 更新分…ｐ.1～3 

 



LEC東京リーガルマインド                        無断複製・頒布を禁じます 

1 

 

【2026/05/11 更新分】 

 

第１部 2026年度の法令改正 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P54 

１．保険医療機関の期

限付指定制度の創設

（法 68条の 2） 

本文8行目 

 

…、都道府県知事は、そ

の外来医療の提供をすべ

きことを要請することが

できることとされた（同

条第 9項）。 

…、都道府県知事は、そ

の外来医療の提供をすべ

きことを勧告することが

できることとされた（同

条第 9項）。 

訂正 

P63 

１．改定率等の改定 

本文10行目・11行目※ 

※1つ目の表（「令和8年度

における年金額改定に必

要な各種数値」の表）の後

の本文から 1 行目として

カウントして 10 行目・11

行目 

 

 

したがって、昭和 31年 4

月 2 日以後に生まれた者

に係る（基準年度以後）

改定率は 1.085（≒1.065

（令和７年度の（基準年

度以後）改定率）×1.021

×0.998×1.000）となり、

… 

 

したがって、昭和 31年 4

月 2 日以後に生まれた者

に係る改定率は 1.085

（≒1.065（令和７年度の

改定率）×1.021×0.998

×1.000）となり、… 
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訂正箇所 

訂正内容 

訂正後 

訂正 

P63 

１．改定率等の改定 

2 つ目の表（令和8年

度及び令和7年度の改

定率等の表） 

 

 

※下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

 令和８年度 令和７年度 

昭和 31 年４月２日以後生まれの者に係る

改定率 
1.085 1.065 

昭和 31 年４月１日以前生まれの者に係る

基準年度以後改定率 
1.082 1.062 

保険料改定率 1.054 1.030 

 

 

 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P74 

１．支給要件に関す

る改正 

タイトル 

 

 

１．支給要件に関する改

正（法 37条） 

 

１．支給要件に関する改

正（法 58条） 
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第２部 2025 年度の主な法令改正 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P120 

２．失業等給付費等充

当徴収保険率の弾力

的変更（法12条 5項） 

本文 9行目 

 

…、農林水産・清酒製造

業及び建設の事業の失業

等給付費等充当徴収保険

率は 1,000 分の８に、そ

れぞれ変更された。 

…、農林水産・清酒製造

業及び建設の事業の失業

等給付費等充当徴収保険

率は 1,000 分の９に、そ

れぞれ変更された。 

 訂正箇所 訂正後 

訂正 

P149 

【改正後の費用負担

割合のイメージ】 

 

 

※下記に差し替え（下線部が訂正部分） 

 

【改正後の費用負担割合のイメージ】 
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